
○和光市国民健康保険一部負担金の減免等取扱要綱 

令和３年７月８日 

告示第１８６号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、和光市国民健康保険に関する規則（平成３０年規則第３７号。以下

「規則」という。）その他法令に定めるもののほか、国民健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）第４４条第１項各号に規定する一部負担金の減額及び支払の免除（以下「減

免」という。）並びに徴収の猶予（以下「徴収猶予」という。）に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 収入月額 世帯主及びその世帯員（以下「世帯主等」という。）の各月の初日

から末日までの収入及びその見込額で、「生活保護法による保護の実施要領について」

（昭和３６年厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知）第８の規定により認定した収

入の月額をいう。 

（２） 基準生活費 生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号）

の規定により算定される費用をいう。 

（減免等） 

第３条 市長は、必要と認めるときは、療養に係る一部負担金（以下「一部負担金」とい

う。）の支払義務を有する世帯主等のうち、規則第１３条第１項の各号のいずれかに該

当し、かつ、資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が一時的に困難で

ある者（以下「対象者」という。）に対し、減免し、又は徴収猶予をすること（以下「減

免等」という。）ができる。 

（減免対象者） 

第４条 市長は、必要と認めるときは、対象者のうち、その属する世帯の収入月額が基準

生活費の額に１．２を乗じて得た額以下であり、かつ、当該世帯の預貯金の合計額が基

準生活費の額に１．２を乗じて得た額の３月分に相当する額以下である者に対し、減免

をすることができる。 

（徴収猶予対象者） 



第５条 市長は、必要と認めるときは、対象者のうち、一部負担金の支払いが一時的に困

難な者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者に対し、徴収猶予をすることができ

る。 

（１） 徴収猶予を受ける期間内に別の収入が生じることが確実である者 

（２） 治癒等の見込みがあり、療養後に資力が回復し、一部負担金を徴収できること

が確実である者 

（減免等の期間） 

第６条 減免をすることができる期間は、第９条の規定による決定のあった日から３月の

範囲内で市長が別に定めるものとする。 

２ 市長は、第４条の規定により減免を受けた対象者が前項に規定する期間を経過しても

なお減免をする必要があると認める場合であって、当該対象者が当該期間の最後の月の

末日までに当該期間の延長の申請をしたときは、病状及び家庭の状況を勘案し、当該期

間を延長することができる。ただし、延長することができる期間は、既に減免をした期

間と合わせて６月を超えることができない。 

３ 徴収猶予をすることができる期間は、次条の規定による申請の日から３月以内の一部

負担金について、それぞれの一部負担金ごとに６月の範囲内で市長が別に定めるものと

する。 

（申請） 

第７条 減免等を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、減免等を受けようとする一

部負担金を医療機関等へ支払う前に、規則第１４条第１項の申請書に次に掲げる書類を

添付して市長に申請しなければならない。 

（１） 国民健康保険一部負担金減免申請に係る申出書（申請用）（様式第１号） 

（２） 申出書の内容に関し、世帯に属する国民健康保険被保険者名義及び世帯主名義

の全ての預貯金通帳の写し 

（３） り災証明書、診断書、退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証等減免等を

受けようとする理由を証明するもの 

（４） 医療費請求書、診断書その他の医療費の状況や病状の分かる書類（申請を行う

以前に医療機関等を受診したものに限る。） 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

（審査） 



第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免等の可

否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する審査において、必要があると認めるときは、国民健康保険法

第１１３条の規定により、第７条の規定による申請をした者に対し、文書その他の物件

の提出若しくは提示を命じ、又は当該申請をした者の資産若しくは経済の状況等につい

て確認することができる。 

３ 第１項に規定する審査において次の各号のいずれかに該当するときは、第７条の規定

による申請を不承認とする。 

（１） 前項の規定による提出若しくは提示の命令又は確認に係る第７条の規定による

申請をした者の協力が得られないとき。 

（２） 減免等を受けようとする一部負担金の支払いを既に終えているとき。 

（決定等） 

第９条 市長は、前条第１項の規定により一部負担金の減免等の可否を決定したときは、

規則第１４条第３項の国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予承認（不承認）決

定通知書により第７条の規定による申請をした者に通知するとともに、同項の国民健康

保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書を交付するものとする。 

２ 前項に規定する証明書が減免等を証する期間は１月とする。 

３ 第１項に規定する証明書の交付を受けた者が２月目以後の期間における減免等を証す

る証明書の交付を必要とするときは、当該者は、その都度、国民健康保険一部負担金減

免申請に係る申出書（証明書交付用）（様式第２号）を提出しなければならない。 

（取り消し） 

第１０条 市長は、第９条第１項の規定により減免等の決定を受けた者が、次の各号のい

ずれかに該当するときは、直ちに当該決定を取り消すものとする。この場合において、

決定を取り消す旨を第９条第１項の規定により当該決定の通知を受けた者に通知すると

ともに、減免等をした一部負担金を返還させるものとする。 

（１） 第７条の規定による申請をした後、資力の回復その他の事情の変化により、減

免等の決定をすることが不適当になったと認められるとき。 

（２） 偽りその他不正の行為により減免等の決定を受けたと認められるとき。 

（委任） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、減免等に関し必要な事項は、健康部長が別に定



める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年告示第２３０号）抄 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年１０月１日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行う

ことができる。 

 


